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社会福祉士用

令和６年度　実 務 経 験 証 明 書
※は記入しないでください。

※学籍番号

該当する箇所に○をつけてください。

　次の者は、以下のとおり、社会福祉士国家試験の受験資格に係る相談援助の業務

に従事した（従事する見込みである）ことを証明します。

聖徳大学学長　殿 証明書作成日　令和　　年　　月　　日

入学の種類 １年次入学 ２年次編入学 ３年次編入学

※受験番号

申請された実務経験や職種が事実と異なった場合は、国家試験の受験資格が得られなかったり、資格取得後に
資格を取り消される場合があります。十分注意して、申請を行ってください。

※施設種類、職種、施設・職種コードについては、「相談援助の業務の範囲」（３～６頁の一覧表を参照）に掲載されていると
おりご記入ください。それ以外の名称や名称を省略したものは、認められません。
　実務経験として認められる職種が「相談援助業務を行っている○○」と掲載されている施設種類においては、職種欄にその
まま記入してください。
※訂正された場合は、施設・事業所・機関の公印を押印してください。修正液は使用しないでください。
※実務経験が複数に分れる場合は、用紙をコピーして、複数枚の実務経験証明書に分けて、証明を受けてください。
※＜申告書＞と＜証明書＞は、整合性が取れていることを確認してください。
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。

所属・役職等

氏　　　　　　名

氏　　　　　　名

役　　　　職

年 月 日から

年 月 日まで

施設・職種コード

年　 　月　 　日生
□ 昭和
□ 平成

□昭和・□平成・□令和

□昭和・□平成・□令和

生　年　月　日フ リ ガ ナ

〒 ─

─ ─

法 人 の 名 称

施設・事業所・機関
所 在 地

電 話 番 号

施設・事業所・機関
代 表 者

証 明 書 作 成 者

氏 名

施設（事業）等種類

従 業 期 間

施設・事業所・機関
の 名 称

職 種
（受験資格該当職名）

職　印

認 印

　実習免除に必要な従業期間は、１年以上となります。１年以上に満たない方は、
１年の従業期間を満たす見込みの日までを記入してください。（春学期生として出願
する場合は令和６年３月31日までに、秋学期生として出願する場合は令和６年9月30
日までに１年以上の期間を満たすことが必要となります。）
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記入例

申請チェックシート
　実務経験証明書を記入後に下記項目を確認し、
確認欄に✓点を記載してください。

項　　目

証明書作成日の記入はされていますか。

確認欄

施設（事業）等種類は一覧表（３～６頁）の記
載と同じですか。

従業期間は記入されていますか。

証明する施設・事業所・機関の所在地の記入は
されていますか。

法人および施設・事業所・機関名称の記入はさ
れていますか。

訂正箇所は施設・事業所・機関代表者の公印が
押印されていますか。

下記の注意事項の内容を確認されていますか。

施設・事業所・機関代表者の公印の捺印はされ
ていますか。

職種は一覧表（３～６頁）の記載と同じですか。

施設・職種コードの記入はされていますか。

【注意】
社会福祉士の実習免除に必要な相談援助業務の内容
　社会福祉士の実習免除を申請するには、福祉に関する相談援助業務を下記のとおり実施している必要があります。

・当該施設と雇用関係を有し、常勤（労働時間が当該施設の常勤者のおおむね４分の３以上である方を含む。）で従
事した方

　（注意）
　＊「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
　＊「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験

することはできません。
　＊「指導員」「訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行う指導員、訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した

方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験でき
ます。）

　＊「児童指導員」のうち、「入居者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、そ
の実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）

　＊「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経
験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）

　＊「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行う障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を
受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ
受験できます。）

　＊「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行う生活支援員、生活指導員、指導員」として介護
福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福
祉士国家試験のみ受験できます。）

令和６
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令和

　実習免除に必要な従業期間は、１年以上となります。１年以上に満たない方は、
１年の従業期間を満たす見込みの日までを記入してください。（春学期生として出願
する場合は令和２年３月31日までに、秋学期生として出願する場合は令和２年9月30
日までに１年以上の期間を満たすことが必要となります。）

訂正する場合は、訂正
印を押してください。

＜申請書＞
と同じ表記
で必ず記入
してくださ
い。

社
会
福
祉

法
人
福
祉
会

施
設
長
之
印

「相談援助の業務の範囲」
で該当するコードを記
入してください。
※記入例を参考にしてください。

現在も勤務を継続してい
る場合は、証明書作成日
を記入してください。

公印を捺印すること。

助
川


